
上記事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には
記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわ
らず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたもの
を記載した書面を一律でお送りいたします。

第67期定時株主総会招集ご通知に際しての

電子提供措置事項

（2025年5月1日から2026年4月30日まで）

【事業報告】

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、

使用人の状況、主要な借入先の状況、

剰余金の配当等の決定に関する方針、

その他企業集団の現況に関する重要な事項、株式の状況、

会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、

会社の支配に関する基本方針

【連結計算書類】

連結株主資本等変動計算書、連結注記表

【計算書類】

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

【監査報告書】

連結計算書類に係る会計監査報告書、

計算書類に係る会計監査報告書、監査等委員会の監査報告書



対処すべき課題

　今後の経営環境におきましては、原材料価格やエネルギーコストの高止ま

りに加え、人件費や物流関連費用の上昇が継続するなど、コスト面で厳しい

状況が続くことが想定されます。一方で、国内における設備投資需要やイン

フラ関連需要は底堅く推移することが期待されます。

　当社グループの主力販売先である建設機械業界におきましては、中国経済

の停滞長期化や地政学的リスク、米国の通商政策等の影響により、海外市場

の先行きには不透明感が継続しております。

　このような環境のもと、当社グループは、生産能力の強化や工場レイアウ

トの最適化、生産工程の効率化を推進し、生産性向上とコスト競争力の強化

に努めてまいります。また、人材確保・育成を重要課題と位置付け、働きや

すい環境整備や次世代人材の育成強化を進めてまいります。さらに、適正な

価格転嫁の推進と継続的な原価低減活動を通じ、収益力の維持・向上に努め

てまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願

い申し上げます。

主要な事業内容（2026年４月30日現在）

　当社グループは、ボルトの専門メーカーとして、六角ボルト、六角穴付ボ

ルト、特殊ボルト等の製造及び販売を行っております。

名 称 所 在 地

本 社 及 び 工 場 石川県小松市工業団地一丁目57番地

名 称 所 在 地

株式会社共和ワークスタイル 石 川 県 小 松 市

主要な営業所及び工場（2026年４月30日現在）

　①　当社の主要な営業所及び工場

　②　子会社
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使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

289（27）名 ５名減（４名増）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

288（４）名 ５名減（３名増） 39.3歳 15.5年

使用人の状況（2026年４月30日現在）

　①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の

平均人員を外数で記載しております。

２．当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載はし

ておりません。

　②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均

人員を外数で記載しております。

主要な借入先の状況（2026年４月30日現在）

　該当事項はありません。

剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社では、株主の皆様に対する利益の還元を経営上重要な施策の１つと位置

付けており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するため

に必要な内部留保資金を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を安定的かつ継

続的に行っていくことを基本方針としております。

　当事業年度におきましては、業績の状況を総合的に勘案した結果、期末配当

として１株につき80円の配当を行うことといたしました。

その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 5,000,000株

(2) 発行済株式の総数 1,360,000株

(3) 株主数 622名

株　　　　主　　　　名 持　株　数 持　株　比　率

有 限 会 社 ワ イ ・ エ ム ・ ジ ィ 453千株 34.9%

共 和 工 業 所 取 引 先 持 株 会 118 9.1

名古屋中小企業投資育成株式会社 104 8.0

共 和 工 業 所 社 員 持 株 会 56 4.3

I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C 55 4.3

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 41 3.2

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC 
I S G （ F E - A C ）

38 3.0

NOMURA PB NOMINEES LIMITED 
O M N I B U S - M  A R G I N（CA S H P B）

20 1.6

カ ネ マ ツ 鋼 材 株 式 会 社 15 1.2

上 田 運 輸 株 式 会 社 14 1.1

株式の状況（2026年４月30日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）　自己株式（58,480株）は大株主から除外しており、持株比率は当該自己

株式を控除して計算しております。
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当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他

の財産上の利益の合計額
18,000千円

会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　　　かなで監査法人

(2) 報酬等の額

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取引法上

の監査に対する報酬等の額を明確に区別していないため、当事業年度に係る会計監

査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.監査等委員会は、会計監査人からの説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査

日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監

査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計

監査人の報酬等の額について同意いたしました。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計

監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして会計監査人を解任した旨

と解任の理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制
　当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

　当社は、社是（誠意と熱意と創意と奉仕による共存共栄）並びに経営の基
本方針に則った「各種管理規程」を制定し、代表取締役社長がその精神を全
使用人に継続的に伝達するため、毎月第１営業日に全使用人を集め、社長朝
礼を行い、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点として徹底する。
　また、経営企画室が中心となって、各部門の業務の進捗状況、懸案事項等
の情報の共有化と相互チェックのため社長以下取締役及び各部門の責任者で
構成する部門診断を月１回開催する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に定
め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」
に基づき整理・保存する。監査等委員会は、取締役の職務の執行に係る情報
の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて
監査する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　「経理規程」「与信限度管理規程」「安全衛生管理規程」等の管理規程に
より、リスク管理体制を整備している。今後も監査等委員会はリスク管理状
況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管
理体制を見直し、問題点の把握に努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　経営企画室は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に
対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経
営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体
制を決定する。取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務
遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。

(5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は「子会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行状
況及び報告事項についての関係書類を子会社より提出を求め、月１回開催
する取締役会にて報告する。
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②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスクマネジメント責任者を設置し、子会社においてリスクが顕在化し
た場合には当社管理部と連携して対策にあたる。

・内部監査計画書に基づく全社的な内部統制項目を、監査等委員である取
締役が毎年子会社を訪問し、リスク管理体制等についての問題点の把握
に努める。

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

　子会社は独自に中期経営計画書を作成し、経営の自主性及び独立性を尊
重して運営にあたる。執行状況は毎月当社に報告する。問題点があれば、
当社は取締役会にてその要因の分析とその改善を図る。

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制

・当社の社是及び経営の基本方針に基づき、子会社にも社会的な要請に応
える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させる。

・監査等委員会が内部統制システムの構築・運用状況を含め、職務執行を
監査する体制を構築する。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

　当社は必要に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く。

(7) 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性

に関する事項

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するた
め、監査等委員会の同意を得て、当該使用人の任命・異動等を行う。

(8) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関

する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員会の指揮命令
に従う旨を当社役員および使用人に周知徹底する。

(9) 次に掲げる体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制

①当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委

員会に報告するための体制

・取締役は、その執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査等
委員会に定期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。

・また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は毎月行わ
れる部門診断において、その職務の執行状況について報告する。
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②子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者

が当社の監査等委員会に報告するための体制

・子会社の役員及び使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項
について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

・子会社の役員及び使用人は、法令等の違反により著しい損害を及ぼす事実
を発見したら、当社の経営企画室へ報告する。

・経営企画室は、定期的に監査等委員会に対して、子会社におけるコンプラ
イアンス、リスク管理等の現状を報告する。

・経営企画室は、子会社の内部通報の状況について、通報者の匿名性を重視
し取締役に対して報告する。

(10) 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、監査等委員会への報告を行った役員及び使用人に対して、当該報
告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を全役員及
び使用人に徹底する。

(11) 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限

る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員からの職務の執行についての費用の前払い等の請求があった場
合は、審議の上、職務上必要で無いことを証明した場合を除き、当該費用又
は債務を支払うこととする。

(12) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員である取締役は重要な意思決定について、業務の執行状況を把
握するため、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、稟議書並びに各
部門の業務報告書類の回付を受け、必要に応じてヒアリングを行う。また、
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行について独立した立
場から監査を実施する。なお、監査等委員会は、会計監査人と適宜情報交換
を行う。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度におきまして、前記「業務の適正を確保するための体制」に則
った運用を実施しており、その主な取り組みは以下のとおりです。

(1)コンプライアンス体制について

①　当社は、社是（誠意と熱意と創意と奉仕による共存共栄）を制定して

おります。その精神を全使用人に伝達するため、毎月第1営業日に社長朝
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礼を開催しております。

②　毎月、各部門の業務の進捗状況、懸案事項、法令遵守状況等を共有

し、その内容をチェックするため、社長以下取締役、各部門の責任者で

構成する部門診断を開催しております。

③　取締役会関連文書等は、各種社内規程に基づき保存年限、保存場所を

定めており、監査等委員は実施状況を監査計画書に基づき監査しており

ます。

(2)リスク管理体制について

①　毎月開催される各部の部門診断において、現存するリスクを把握し、

管理体制の強化を図り、重要なリスクについては、経営企画会議、取締

役会にて協議しております。

②　子会社に対しては、年1回（12月）常勤監査等委員又は内部監査委員会

の委員が子会社に訪問又は書面により、全社的内部統制項目の徹底状況

を把握し、改善指導をしております。

(3)財務報告の体制について

①　会計監査人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施して

おります。会計監査人とは、定期的に意見交換、情報共有を行っている

他、必要に応じて内部監査結果等を共有しております。

②　会社情報の適時開示については、適切な会計処理の実施及び連結計算

書類の作成により、迅速に行っております。

(4)監査等委員の監査の実効性を確保する体制について

①　監査等委員は、重要な意思決定について、業務の執行状況を把握する

ため、取締役会、経営企画会議等の重要な会議に出席し、稟議書並びに

各部門の業務報告書等の回付を受け、必要に応じてヒアリングしており

ます。

②　監査等委員は、取締役の業務執行について独立した立場から適法性の

監査を実施し、会計監査人と適宜情報交換しております。

会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針については特に定めておりません。
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( 2025年５月１日から
2026年４月30日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 5 年 ５ 月 １ 日 残 高 592,000 464,241 13,918,645 △290,110 14,684,776

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △104,124 △104,124

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

863,041 863,041

自 己 株 式 の 取 得 △218 △218

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 758,917 △218 758,698

2 0 2 6 年 ４ 月 3 0 日 残 高 592,000 464,241 14,677,562 △290,328 15,443,475

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2 0 2 5 年 ５ 月 １ 日 残 高 971,369 971,369 15,656,145

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △104,124

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

863,041

自 己 株 式 の 取 得 △218

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

808,439 808,439 808,439

連結会計年度中の変動額合計 808,439 808,439 1,567,138

2 0 2 6 年 ４ 月 3 0 日 残 高 1,779,808 1,779,808 17,223,284

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

・連結子会社の数 １社

・連結子会社の名称 株式会社共和ワークスタイル

(2) 持分法の適用に関する事項

・持分法を適用した関連会社の数 １社

・会社の名称 株式会社ネツレン小松

(3) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの………時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等……………………移動平均法による原価法

デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ……………………時価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・原材料・仕掛品…………先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品……………………………最終仕入原価法

②　重要な固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………………定率法を採用しております。

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し

ております。

主な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物　　　３～38年

機械装置及び運搬具　４～10年

無形固定資産……………………定額法を採用しております。

（リース資産を除く） 主な無形固定資産の耐用年数は以下のとおりでありま

す。

自社利用のソフトウエア　５年

リース資産………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。
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当連結会計年度

商品及び製品 47,137

仕掛品 30,589

原材料 1,947

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金………………………売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

賞与引当金………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

④　収益及び費用の計上基準

　当社グループでは、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、

原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断

していることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内の販売において

は、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場

合には、出荷時に収益を認識しております。

⑤　重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

⑥　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職

給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を用いた簡便法を適用しております。

２.　会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより、当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であっ

て、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとお

りです。

・棚卸資産の評価減

当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 8,839,368千円

建物及び構築物 45,278千円

機械装置及び運搬具 42,286

土地 67,854

その他 3,723

計 159,142

普通株式 1,360千株

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2025年６月13日
取 締 役 会

普 通 株 式 104,124 80 2025年４月30日 2025年７月10日

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月15日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 104,121 80 2026年４月30日 2026年７月６日

　棚卸資産の市場需要に基づく将来の販売見込み及び正味売却価額から、棚卸資産が将来に獲

得可能なキャッシュ・フローを見積り、必要な評価減を計上しております。実際の市場におけ

る需要又は正味売却価額が当社の見積りより悪化した場合には、追加の評価減が必要となる可

能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記

(2) 圧縮記帳により直接減額している固定資産

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

(2) 配当に関する事項

①　配当金支払額

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

－ 12 －



連結貸借対照表計上額 時価 差額

有価証券及び投資有価証券

① 満期保有目的の債券 5,000,000 5,000,000 －

② その他有価証券 3,548,821 3,548,821 －

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 31,400

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい

ては銀行借入による方針であります。デリバティブは事業活動上生じる金融の市場リスク

を回避する目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。当該リスクに関しては、当社グループの与信限度管理規程等に従い、取引先ごと

の期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を１年ごとに把握する体

制としております。

　有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式、満期保有目的の債券

及び社債や、投資信託であります。これらについては、市場価格の変動リスクに晒されて

おりますが、把握された時価を四半期ごとの決算内容とともに取締役会に報告しておりま

す。

　営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

　また、営業債務である買掛金及び未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グ

ループでは、月次で資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年４月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）を

参照ください。）。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録

債権、買掛金及び未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似することから、

注記を省略しております。

（単位：千円）

（注）市場価格のない株式等

（単位：千円)

これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 3,228,128 － － 3,228,128

　　投資信託 21,894 － － 21,894

　　債券（社債） － 298,798 － 298,798

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券

　満期保有目的の債券

　　譲渡性預金 － 5,000,000 － 5,000,000

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：千円）

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

・有価証券及び投資有価証券

　上場株式及び投資信託は、相場価格を用いて評価しております。上場株式及び投資信託は

活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

　当社グループの保有する社債は取引先金融機関から提示された価格等に基づき評価してお

り、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類

しております。

　譲渡性預金は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用

リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類し

ております。

－ 14 －



事業部門の名称 当連結会計年度

建設機械（千円） 10,373,188

自動車関連（千円） 102,102

産業機械（千円） 103,555

その他（千円） 250,148

合計 10,828,994

(1) １株当たり純資産額 13,233円20銭

(2) １株当たり当期純利益 663円09銭

６．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　当社グループは、ボルトの専門メーカーとして、六角ボルト、六角穴付ボルト、特殊ボル

ト等の製造及び販売を主たる業務としております。

　製品の納入時点において当該製品に対する支配が顧客に移転して履行義務が充足されると

判断していることから、原則として当該時点において収益を認識しておりますが、国内の販

売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間で

ある場合には、出荷時に収益を認識しております。

　取引の対価に変動対価は含まれておりません。

　顧客から原材料の有償支給を受ける場合は、顧客から受領する別個の財又はサービスと交

換に支払われるものである場合を除き、顧客に支払われる対価を取引価格から減額しており

ます。

　取引の対価は、履行義務充足後、概ね120日以内に受領しており、重要な金融要素の調整

は行っておりません。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産及び契約負債の当連結会計年度の期首残高及び期末残高はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便

法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めており

ませんので、記載すべき事項はありません。

７．１株当たり情報に関する注記
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（2026年４月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

そ の 他　

13,380,003

5,757,533

17,079

597,028

1,165,240

5,199,698

294,631

200,692

123,515

24,584

6,233,913

2,628,560

631,899

40,071

907,553

30,360

41,627

974,847

2,200

2,467

2,201

266

3,602,885

3,380,523

15,000

12,270

102,287

92,805　

流 動 負 債 1,621,780

買 掛 金 751,101

未 払 金 351,903

未 払 法 人 税 等 173,088

賞 与 引 当 金 211,885

そ の 他 133,801

固 定 負 債 1,042,352

退 職 給 付 引 当 金 374,687

役員退職慰労引当金 127,721

繰 延 税 金 負 債 539,942

負 債 合 計 2,664,133

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 15,170,214

資 本 金 592,000

資 本 剰 余 金 464,241

資 本 準 備 金 464,241

利 益 剰 余 金 14,404,301

利 益 準 備 金 148,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 14,256,301

別 途 積 立 金 13,000,000

繰 越 利 益 剰 余 金 1,256,301

自 己 株 式 △290,328

評価・換算差額等 1,779,568

その他有価証券評価差額金 1,779,568

純 資 産 合 計 16,949,783

資 産 合 計 19,613,916 負 債 ・ 純 資 産 合 計 19,613,916

貸　借　対　照　表
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( 2025年５月１日から
2026年４月30日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 10,828,994

売 上 原 価 8,615,901

売 上 総 利 益 2,213,093

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,155,337

営 業 利 益 1,057,756

営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,483

受 取 配 当 金 100,039

そ の 他 53,589 166,112

経 常 利 益 1,223,869

税 引 前 当 期 純 利 益 1,223,869

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 322,999

法 人 税 等 調 整 額 59,083 382,082

当 期 純 利 益 841,787

損　益　計　算　書

－ 17 －



( 2025年５月１日から
2026年４月30日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

2 0 2 5 年 ５ 月 １ 日 残 高 592,000 464,241 148,000 12,300,000 1,218,639 13,666,639 △290,110 14,432,770

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 700,000 △700,000 － －

剰 余 金 の 配 当 △104,124 △104,124 △104,124

当 期 純 利 益 841,787 841,787 841,787

自 己 株 式 の 取 得 － △218 △218

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額 （ 純 額 ）

事業年度中の変動額合計 － － － 700,000 37,662 737,662 △218 737,444

2 0 2 6 年 ４ 月 3 0 日 残 高 592,000 464,241 148,000 13,000,000 1,256,301 14,404,301 △290,328 15,170,214

評価・換算差額等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

2 0 2 5 年 ５ 月 １ 日 残 高 971,494 15,404,264

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 －

剰 余 金 の 配 当 △104,124

当 期 純 利 益 841,787

自 己 株 式 の 取 得 △218

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額 （ 純 額 ）

808,074 808,074

事業年度中の変動額合計 808,074 1,545,518

2 0 2 6 年 ４ 月 3 0 日 残 高 1,779,568 16,949,783

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …………………………償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式 ………………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの ………時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 ……………………移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・原材料・仕掛品…………先入先出法による原価法

貯蔵品……………………………最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …………………定率法によっております。

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採用して

おります。主な有形固定資産の耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　３～38年　機械及び装置　10年

無形固定資産……………………定額法を採用しております。

（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づいております。

リース資産………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金………………………売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

賞与引当金………………………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額を計上しております。

退職給付引当金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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当事業年度

商品及び製品 47,137

仕掛品 30,589

原材料 1,947

役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に充てるため､内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

　当社では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品

の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当

時点において収益を認識しておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配

が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しており

ます。

(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより、当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事

業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

・棚卸資産の評価減

当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）

　棚卸資産の市場需要に基づく将来の販売見込み及び正味売却価額から、棚卸資産が将来に獲

得可能なキャッシュ・フローを見積り、必要な評価減を計上しております。実際の市場におけ

る需要又は正味売却価額が当社の見積りより悪化した場合には、追加の評価減が必要となる可

能性があります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 8,839,368千円

建物 43,629千円

構築物 1,648

機械及び装置 42,286

工具、器具及び備品 3,723

土地 67,854

計 159,142

短期金銭債権 4,089千円

短期金銭債務 21,522千円

営業取引による取引高の総額 176,741千円

営業取引以外の取引による取引高の総額 4,010千円

普通株式 58千株

３．貸借対照表に関する注記

(2) 圧縮記帳により直接減額している固定資産

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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繰延税金資産

賞与引当金 66,320

棚卸資産評価損 24,938

未払事業税 10,536

未払社会保険料 9,746

ゴルフ会員権評価損 6,123

退職給付引当金 117,277

役員退職慰労引当金 39,976

その他 23,112

繰延税金資産　小計 298,031

評価性引当額 △46,563

繰延税金資産　合計 251,467

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △791,410

繰延税金負債　合計 △791,410

繰延税金負債の純額 △539,942

６．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（単位：千円）

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

分の5以下であるため注記を省略しております。
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退職給付引当金の期首残高 350,674千円

　退職給付費用 56,033

　退職給付の支払額 △18,000

　制度への拠出額 △14,020

退職給付引当金の期末残高 374,687

積立型制度の退職給付債務 603,779千円

年金資産 △229,092

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 374,687

退職給付引当金 374,687

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 374,687

簡便法で計算した退職給付費用 56,033千円

年金資産の額 10,148,709千円

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金との合計額 6,569,108

差引額 3,579,600

2.72％

７．退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、中小企業退職金共済

制度に加入しております。

　また、退職金制度の別枠で石川県機械工業企業年金基金に加入しており、このうち、

自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度について

は、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

　なお、これらに加え、確定拠出型の制度として企業型確定拠出年金制度を採用してお

ります。

(2) 簡便法を適用した確定給付制度

① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

② 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び

前払年金費用の調整表

③ 退職給付費用

(3) 複数事業主制度

　確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出

額は、11,079千円であります。

① 複数事業主制度の直近の積立状況（2025年３月31日現在）

② 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合（2025年３月31日現在）

③ 補足説明

上記①の差引額の主な要因は、別途積立金3,579,600千円であります。

なお、上記②の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
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(1) １株当たり純資産額 13,023円06銭

(2) １株当たり当期純利益 646円76銭

(4) 確定拠出制度

　確定拠出制度（上記(3)の複数事業主制度を除く）への要拠出額は、29,466千円であります。

８．収益認識に関する注記

　収益を理解するための基礎となる情報

　連結注記表と同一であります。

９．１株当たり情報に関する注記
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独立監査人の監査報告書

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 瀬戸　卓

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 岩崎　俊也

2026年６月12日

株式会社共和工業所
取締役会　御　中

かなで監査法人
東京都中央区　

　監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社共和工業所の2025年5

月1日から2026年4月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行

った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、株式会社共和工業所及び連結子会社からなる企業集団

の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査にお

ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関

する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に

従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理

上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その

他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の

記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ

ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通

読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で

得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な

相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ

る。

連結計算書類に係る会計監査報告書



　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判

断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要

と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書

類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場

合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監

査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連

結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を

実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な

虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適

用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監

査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって

行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかど

うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に

おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関

する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事

項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで

に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら



れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め

た連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報

に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画

し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関し

て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の

実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監

査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に

関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考え

られる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因

を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内

容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



独立監査人の監査報告書

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 瀬戸　卓

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 岩崎　俊也

2026年６月12日

株式会社共和工業所
取締役会　御　中

かなで監査法人
東京都中央区  

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社共和工業所の

2025年5月1日から2026年4月30日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以

下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査におけ

る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す

る規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従

って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その

他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の

記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて

おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読

の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た

知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違

以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判

断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告書



計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に

は当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不

正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査

報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽

表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書

類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性がある

と判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を

実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な

虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適

用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも

のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査

手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって

行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう

か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に

おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す

る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた

計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実



施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の

基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられ

る事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容

可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上



監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年5月1日から2026年4月30日までの第67期事業年

度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につ

いて以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び

運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意

見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内

部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か

らその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所において業務及び財

産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取

締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事

業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について

検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書



２．監査の結果

(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

常勤監査等委員 　 小 泉 茂 男 ㊞
監査等委員 　 小 栗 　 厳 ㊞
監査等委員 　 竹 内 広 幸 ㊞

2026年６月15日

株式会社共和工業所　監査等委員会

　
（注）監査等委員　小栗 厳及び竹内 広幸は、会社法第２条第１５号及び第

３３１条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上


